
ストップ・リニア !

第21号 2020年 12月 25日

発行リニア新幹線沿線住民ネットワーク http://1i nearstop.wixocom/mysite
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7割の原告適格を認めない不当判決 !!

南アルプスの自然保護、:Jニアの安全性を排除し、

争点を個人的利益に狭める

傍聴席の抽選に外れて、東京地裁

前で待機していた関係者は一様に怒

りをあらわにしていました。

「詳細は午後の集会で報告されま

す」との事務局の声に促され、衆議

院第一議員会館に向かいました。

12月 1日 10時 か ら東 京 地 裁 で の

集 会 で 原 告 団 事 務 局 メ ンバ ー か ら

当 日の 日程 が 報 告 され 、 10時 半 か

らの 傍 聴 券 を も ら うた め に 、 蜜 を

避 け て 印 の と こ ろ に 並 び ま した 。

45人 の 傍 聴 席 に 対 し、 90人 が 抽

選 に 並 び ま した 。

12月 1日午前11時、東京地裁でストップロリニア !

訴訟の原告固闇こ関する中扁畔1鋏が言い渡されました。

古田孝夫裁判長力お月に示す予定だつた判決を、後

任の市原義孝裁判長がイ場記

その内容は第一次・第二次原告782名のうち実|ゴ割

に及ぶ田2名の原告適格を認めない不当半|″央でした。

川村晃生弁護団長は「個別的利益がなければ

裁判ができないことになる。原告適格を改め

て問い直したい」と怒りを隠しませんでした。

(詳細は2面 )
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東京地裁前集会
弁護団・原告団が記者会見

三
=コ

′¬

1 1

1

ｒ
夕
”
“

ｒ，
１
▲

日 」 L

ｉ

１

１

一

・

ロ

い 1量 ′́

ト

『
ｌ
ｌ
ｌ
ｕ

lJ
′

１

ｌ

Ｌ

１
１
“』

了I]

Ｌ
■
Ｌ

‐

Ｆ
ヽ

Ｋ
ｎ
」

「

　
ｄ

ヨ
…, 1「 ヤ 1

_H」

L Lご

Ｆ
　
・

‐ 商
鶴

『
ノ

薔
b
亀
‐

『



弁護団・原告団は判決後、司法記者クラブ

で会見を行い、冒頭、横山聡弁護団事務局長

が、「自然環境への深刻な影響を軽視 した環

境影響評価をうのみにし、乗客の安全性を重

視 しない公共交通機関の管理者と姿勢を容認

した判決であり、今後も工事認可処分の取 り

消 しを求め闘いぬく」という声明を読み上げ

ました。

関島保雄弁護団共同代表が判決の内容につ

いて、「全原告に共通な適格である乗車 した

場合安全な運行を確保できる権利と南アルプ

スの美 しい自然景観を享受する利益、ルー ト

上ないし近辺に物質的権利 (土地、借地、借

家、立ち木 トラス ト等)を所有するものの権

利の二つを原告適格と認めなかつた。鉄道施

設等の立地が明らかでなく、残土ルー トや運

び先が詳細でないのに、認可時点では具体的

影響を訴求できないとした国や JR東海の逃

げ得を許す判決だ。何のためにこの時期に原

告を切 り捨てて、争点を外すことをやってい

いのか到底理解できない」と述べ強 く抗議 し

ました。

‐
報告集会でも怒りの声

12月 1日 中間判決の後、衆議院第一議員

会館で裁判の報告集会が開かれ75人 が参加

しま した。

初めに関島弁護士が中間判決の内容 と大

幅な原告適格の削減の狙いについて、「リ

ニア新幹線の問題点や南アルプスの 自然破

壊という本質的な問題から目をそらし、ルー

トや鉄道関連施設周辺の問題に争点を絞 ろ

うとしている」と述べ判決を批判 しました。

横山弁護士は「今回の判決で全員の適格

を却下するということも含め裁判所の対応

をなかなか読めなか った。土地の所有権な

ど物質的権利を原告適格に認めない判決だ

が、いつまでたつても権利を主張できな く

なる。またどこにどうリニアを通すかは J

R東海の判断であ り、それが明 らかにされ

ない段階で原告 を切 り捨てるのか。ルー ト

が決ま らないのは原告の責任だ と言 つてい

るの と同 じだ」 と述べま した。

今後の訴訟方針について横山弁護士は、2週

間以内に原告を外された者が全員で東京高裁

に控訴する。そのあと皆さんと相談の上、上

訴の期間や高額な手続料を考慮 して原告数を

減 らしたうえ、来年 1月 末にも正式な上訴手続

きを取ることを提案 しました。

原告団事務局の天野捷一事務局長は、「個

人的利益の問題に矮小化している判決であり、

今後の日本社会の在 り方を考えて闘つている

原告や多くの人たちを裏切るものだ」と述べ、

今後早期に沿線各地で弁護士による中間判決

報告会を開 くことを要請 しました。

なお、集会に参加された福嶋みずほ社民党党

首と共産党の本村伸子議員か ら、参加者に対

し連帯の挨拶がありました。
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ス トップ ロリニア !訴 訟の 中間
判決 を受 けて  原告 団長 川村晃生

ス トップ・ リニア !訴 訟 は、 多 くの市

民が リニア新幹線 は未来世代 に残 しては

いけない交通機 関である とい う認識 を共

有 し、その建設 を中止 させ るために起 こ

され た訴訟 です。南 アル プスに トンネル

を掘 るとい う取返 しのつか ない 自然破壊

やエネルギーの浪費 と言 えるよ うな過剰

な消費 な どをは じめ と した、多 くの理 由

によ つて この裁判 は起 こされ ま した。

しか しなが らこの度の 中間判決 は、そ

う した リニア議論 は不要 で あ り、ス トッ

プ・ リニア訴訟 においては個別利益す な

わ ち住 民被害のみ を対象 とす る とい う裁

判官の意 志 を、原告適格 の形 を借 りて示

した ものです 。 ここには、常 に国寄 りの

姿勢 を示す現在 の 司法の あ り方が 、は っ

き りと映 し出 され ている と云 つて よ く、

私 たちに司法 は頼 るべ き制度 ではな い こ

報告集会の最後に、

①静岡県民107人 が大井川水系の水保全と南

アルプスの自然保護を求めて10月 30日 に提

訴した静岡県リニアエ事差止訴訟について

原告団事務局長の芳賀直哉さんが、②東京

のリニア大深度地下工事差止を求めて提訴

を準備中の住民を代表して奈須

りえさんが報告しました。

とを明示 していると言 えるよ うに思われ

ます。

当然私た ちは、原告不適格 をめ ぐって

控訴 し、その不 当性 を訴 えて い く予定で

すが、一方 で訴訟 は運動論の一 つの形 で

ある とい う原 点に戻 つて、新 たな運動 の

展開をはか らねばな らないとも考えます。

訴訟 に して も運動 に して も、その根底

には、私た ちが いか に世論 を動 かせ るか

とい うテー マが横 たわ って います 。その

意味 では、 この度の 中間判決 は私 たちに

運動の あ りかた をも う一度考 え させ る機

会 で もある と言 えるで しょう。

今後 も、各地 の訴訟 とも連携 し、また運

動のつなが りを強めつつ、 リニア新幹

線建設 の中止 に追 い込む まで闘 い続 ける

つ も りです。
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また リニアエ事にも影響必至の東京

外環道道路陥没と空洞発見について外

環ネ ッ トの籠谷清 さんがスライ ドを交

えて報告 しました。
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静岡工事差止訴訟、東京大深度地

下訴訟、外環道陥没・空洞報告



12月 11日 、東京高等裁判所に控訴状を提出

控 訴 状

東京高等裁判所 御 中

2020年 12月 11日

控訴人 ら訴訟代理人

弁護士 高木輝雄

弁護士 関島保雄

弁護士 中島嘉尚

弁護士 和泉貴士

外 21名

上記 当事 者 間 の東 京 地 方 裁 判 所 平 成 28年 (行 ウ)第 211号 工事
実施計画認 可取 消請求事 件 (甲 事 件 )、 平成 31年 (行 ウ)第 11

5号 工事実 施計画認 可取 消請求事 件 (乙 事 件 )に つ いて 、同

裁判所が令和2年 12月 1日 に言 い渡 した判決 に不服が あるか ら、

控訴 人 は控 訴 を提起 す る。

第 1 主文
1

原判決 の表示

別紙 甲原 告 目録 記 載 の原 告 らの 甲事 件 の訴 え及 び別紙 乙事

件原告 目録記載の原告 らの 乙事件の訴 えをいずれ も却下す る。

訴 訟 費用 は、 甲事 件 につ き別紙 甲事 件 原告 目録記載 の原告
らの負担 と し、乙事 件 につ き別紙 乙事 件原告 目録記載 の原告

らの負担 とす る。
第 2控 訴 の趣 旨
1原 判決 を取 り消す 。
2本 件 を東京地方裁 判所 に差 し戻す 。
3訴 訟費 用 は被 控訴 人 、被控訴 人参 加 人の負担 とす る。

との判 決 を求 め る。
第 3控訴 の理 由

控訴 の理 由は迫 つ て準 備書 面 で提 出す る。

~~ヽ

リニア訴訟はリニア新幹線の工事認可は全

幹法と環境影響評価法に違反するとして2016

年5月 20日 に 715人 が提訴 し、その後2018年 3

月13日 に67人が第二次提訴 しました。

提訴の主題はリニア新幹線が全幹法の基本

である全国新幹線網の形成につながらず、こ

れまでにない超電導磁気浮上方式によつて時

速500キ ロで走行することによる危険性や ト

ンネル内の事故による避難対策の不備であり

利用客の安全を損なうこと、また南アルプス

をは じめ沿線地域の自然環境への影響により、

自然を享受する国民の権利を奪 うということ

でした。

また、地震による トンネルの被害や、地下

水の流出や枯渇が起き住民の生活に被害が及

ずさんなアセスの徹底追及を

ぶことも予想されることを原告らは主張して

きました。残土処理についても環境影響評価

中は具体的な運搬ルー トや処理場所も明らか

にされず、車両基地や発電所など鉄道関連施

設の立地場所も曖昧のままでした。

被告の国も具体的な計画をあいまいにした

まま、原告全員に適格はないと言い張り続け

てきました。

工事の開始後アセスメント予測に反する被

害が起きており、今後も起こることが確実と

なっています。

中間判決は、被告側に立つて原告の原則的な

主張を退けるものであり、私たちは今後、工

事認可の取り消しをもとめて活動を強めてい

きましょう。
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